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みんなでつくる「住民主体のまちづくり」
～新たな地域自治組織の設立に向けて～

大津市市民部自治協働課
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1.地域を取り巻<環境の変イヒ

2.1晋来を見据えた対応の必要性

3.対応策の一つとしての新たな地域自治組織の設立とメリット

4.新たな地域自治組織の組織例や活動例

5.新たな地域自治組織設立の流れ

6.新たな地域自治組織設立に向けた課題

7.地域を取り巻<環境の変イヒ (資料編)
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地域を取り巻く環境の変化
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将来を見据えた対応の必要性
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地域二―ズや課題が複雑化す 地域の
つながりを求める意識の高まり
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多様な主体による新たなまちづくりの仕組み
…
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◇各種団体、各法人、全住民が構成員 (会員)です。
◇各種団体、各法人、個人は独自に存在し、独自に活動を行います。
◇各種団体、各法人はそれぞれ連携・協力して新たな地域自治組織の活動を実施します。

:り 地域の実情に応じた特色あるまちづくりの展開



新たな地域自治組織の主な設立目的
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今まで

新たな地域自治組織は、地域の自治会を基盤とし、協議に基づいて地域
の課1題は地域で解決する住民主体の自治組織であり、当該地域の全住

民■輝輝卿膝●事業者な:どを包括L/た当該地域を代表す

設立することで…・

1地域の担し呼 の充実と連携・ 協力の3m化が図れます。
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:誰
もが地域の中で出番や役割を持ち、活き活きと暮らせるまちづくりが行えます。

1対
話によつて地域の合意形成が図れます。

地域自治組織の設立によるメリット

これから

住民主体の
まちづ<り

地域の実情に合わせ、地域のニーズに応え、地域の課題を解決するための事業活動

1を実施することで安心して暮らせる魅力あるまちづくりが行えます。

均質の公共
サービス

新たな地域自治組織

均質の公共
サービス
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新たな地域自治組織の組織例
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交通安全協会支部

暴力団追放推進協議会

自主防災組織

青少年育成学区民会議

学区自治連合会

地域課題解決のための

協議・連携の場
ボランティアグループ

学区社会福祉協議会

ボランティアグループ

各専門部会の参加メンバー

人権 生涯学習推進協議会

地区民生委員児童委員
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大津市の目指す新たな地域 治組織の機能と役割
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少子高齢社会に対応した地域福祉や、健やかな子どもの育ち、防災・防犯の取組などの重要な課題に、地域が自立して持続可能な取組を進めるた
め、新たな地域自治組織には5つの機能※とその機能を担う組織構成が必要です。
5つの機能を備えた新たな地域自治組織は、小さな役場として今まで行政が一律的に担ってきた業務も含め、地域課題に応じた効率的 効果的な事

業に取り組んでいくことができます。 ※大津市職員協働推進本部
「新しい地域自治組織」検討ワーキングチームの検討結果より
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新たな地域自治組織の活動例
|■ ∵ヽ

",ド
■ヽ彗:丼ヽ riF.11● ｀■ |.

こ 警 |ザ
鶯

… … … … …
1…

… …
【

空き家の利活用

放課後子ども教室の開催

新たな地域自治組織設立までの流れ
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まちづ<り

公園などの管理
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防災訓練の実施 配食サービス

説明会の実施

将来像の決定

已
まちづ<り

計画書の作成

総会の開催と

市への届出
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新たな地域自治組織設立に向けた課題

・各種団体等の活動や担しヽ手の連携

・新たな人材の巻き込みや担い手の育成

・地域と行政の連絡調整役の配置

・会費の有無や徴収方法

・設立費、事業費、運営費の確保

| ■学1区内の1全住民■各種1団体■事

■ |で1定める予1定)。 ||  ‐
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新たな地域自治組織と学区自治連合会との比較

轟鍵矯需ぢ―柘み響讐3
<りを1行う1地縁団体。 |‐ |

役害1と

対象

学区内の全住民を対象としたま 自治会加入世帯を中心としたまち

ちづ<り を行う。       づ<り を行う。

学区自治連合会が新たな地上或自治組織を兼ねる場合、または、別組織として新たな

地域自治組織が設立され、その構成員として学区自治連合会が存続する場合でも、

大津市自治連合会の機能は今まで通り学区自治連合会が担います。

学区自治連合会と新たな地域自治組織が担う役害」や関係性の整理

自治会加入の有無による会員の区月」化 (議決権等)

全住民の新たな地i或自治組織への参加方法


